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1利 用 者 負 担 金                                 
■ 営業日・営業時間 

営 業 日 毎 日 営 業 

営業時間 

日勤  午前 ８：００～午後 ６：００ 
早朝  午前 ６：００～午前 ８：００ 
夜間  午後 ６：００～午後１０：００ 
深夜  午後１０：００～午前 ６：００ 

 
● 利用者負担金 
   お支払い頂く利用者負担金は次の通りです。 

 身体介護 生活介護 

身体介護に引き続

き生活介護を 30
分以上行った場合

の加算 

30分未満 ２，５４０円 ・・・・・・ ８３０円 

３０分以上１時間未満 ４，０２０円 ２，２９０円 １，６６０円 
５，８４０円 ２，９１０円 ２，４９０円 1時間以上３０分を 

増すごとの加算額 ８３０円 ・・・・・・ ・・・・・・ 
初回加算        ２００円 

緊急時訪問介護加算     １００円 
早朝（午前６時～午前８時）・夜間（午後６時～午後１０時）は２５％増です。 
深夜（午後１０時～翌朝６時）は５０％増です。 
保険料の滞納により、保険給付金が直接事業者に支払われない場合、いったん利用者が、 
訪問介護サービス費（１０割）を支払い、その後当事業所から発行したサービス提供証明

書を市町村窓口に提出しますと、保険給付分（９割）の全額払い戻しを受けられます。 
 
● 介護予防訪問介護費（１ヶ月につき） 
【要支援２である者に限る】 回数 介護予防訪問介護費 自己負担金 
介護予防訪問介護（I） 
（要支援１～要支援２） 

１週に１回程度 １２，３４０円 １，２３４円 

介護予防訪問介護（Ⅱ） 
（要支援１～要支援２） 

１週に２回程度 ２４，６８０円 ２，４６８円 

介護予防訪問介護（Ⅲ） 
（要支援２） １週に３回以上 ４０，１００円 ４，０１０円 

初回加算   ２，０００円    ２００円 

 
● 交通費 
  通常の事業実施地域にお住まいの方は無料です。 
  通常の事業実施地域以外は１キロメートルにつき２０円です。 
 
● 解約料 
  お客様は何時でも契約を解除することができます。料金は一切かかりません。 
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1運 営 方 針                                   
■ 事業の目的と運営の方針 

事業の目的 
施設の運営方針 

１当事業所は利用者又は居宅介護支援事業所から訪問介護の依頼が

合った場合は、これを受託し訪問介護事業を実施する。 
２事業者は、居宅介護支援事業者により作成された居宅サービス計

画（ケアプラン）に基づく依頼を受けて、訪問介護サービスの提

供が確保されるよう、居宅介護支援事業者、その他保険医療サー

ビス又は福祉サービスを提供する者と密接な連携調整を図り適切

なサービスの提供を行う。 
３事業の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用

者の立場に立って、利用者に提供される訪問介護サービス等が特

定の種類に偏ることないよう、居宅サービス計画に沿った適切な

訪問介護を提供する。 
４上記の他「指定居宅サービス等の事業の人員及び運営に関する基

準」（厚生省令第３７号、平成１１年３月３１日付）第２章・訪問

介護の各条項に基づく具体的な取扱い方針を遵守する。 

 
 

事項 有・無 摘     要 

介護支援専門員の変更 ○ 変更を希望される場合はお申出ください 

調査（課題把握）の方法 ○ 包括的自立支援プログラム 
介護支援専門員への研修の実施 ○ 年１回以上の研修 
契約後、居宅サービス計画の作成 
段階途中でお客様のご都合により

解約した場合の解約料 
○ 無料 

 
職員体制 (主たる職員) 

区分 常勤・非常勤者 資格 業 務 内 容 

管理者 常勤１名 施設長 事業所の統括 

サービス提供責任者 常勤１名 
介護職員基礎研修

修了 
訪問介護計画作成・ 
訪問介護他 

訪問介護員 常勤換算 
１．５名以上 

ホームヘルパー

２級 

訪問介護 
（入浴・排泄・食事の介助 

生活援助） 
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■ 相談窓口・苦情対応 
★ サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。 
当施設ご利用の場

合の相談 
苦情解決責任者   施設長  師岡千恵子 
苦情受付担当者   サービス提供責任者 坂井真由美 
第三者委員  評議員 三井静江 ・ 監事 宮澤栄一 
ご利用時間  日曜日を除く毎日 9：00~17：00まで 
ご利用方法  電話・面談・手紙等いずれの方法でも結構です。 

 
★ 公的機関においても、次の機関において苦情申立てができます。 
長野市保健福祉部介

護保険課 
所在地  長野市大字鶴賀１６１３ 
電話番号 ０２６－２２４－７９９１ 
ＦＡＸ  ０２６～２２４～５２４７ 

長野県国民健康保険

団体連合会 
所在地  長野市大字西長野字加茂北１４３－８ 
電話番号 ０２６－２３８－１５５５ 
ＦＡＸ  ０２６－２３８－１５６０ 

長野県福祉サービス

運営適正化委員会 
所在地  長野市若里１５７０－１ 
電話番号 ０２６－２２６－２０３５ 
ＦＡＸ  ０２６－２９１－５１８０ 

 


